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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】磨耗部材を掘削装置に強固に固定でき、長寿命
、掘削抵抗低減を可能とする磨耗アッセンブリを提供す
る。
【解決手段】掘削装置のための磨耗アッセンブリ１０で
あって、掘削装置に固定されたベース１２と、ベース１
２に嵌合する磨耗部材と１４、磨耗部材１４をベース１
２に着脱可能に固定するためのロック１６とを備える。
磨耗部材１４は、装置の抵抗を低減するために面の軽減
を含む。磨耗部材１４とベース１２は、各々、半球形状
の前端部と概ね台形状の後部分とを含む。ベース１２は
、ノーズ１８とノーズ１８から突出するストップとを含
み、ノーズ１８にロック１６を受け入れるのに必要され
る開口を有しないでロック１６と協働する。ロック１６
は、軸方向に概ね配置されると共に圧縮圧力で磨耗部材
１４をベース１２に保持する軸方向に細長いロックであ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分であって、取り付け部分は掘
削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含む、作用部分及び取り付け部
分と、
　掘削作業中に地面中を磨耗部材が推進する間、前方面になるように適合された前面と、
　地面中を磨耗部材が推進する間、後方面になるように適合された後面とを備え、
　前面及び後面は、作用部分及び取り付け部分にわたって軸方向に伸び、取り付け部分の
少なくとも一部に沿った縦軸線に垂直な横断面に関して前面は後面よりも大きな幅を有す
る磨耗部材。
【請求項２】
請求項１記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
【請求項３】
請求項１記載の磨耗部材において、
　作用部分は、細長いビットである磨耗部材。
【請求項４】
請求項１記載の磨耗部材において、
　取り付け部分は、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗部材。
【請求項５】
請求項４記載の磨耗部材において、
　作用部分は、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗部材。
【請求項６】
請求項４記載の磨耗部材において、
　取り付け部分の実質的に全長さは、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗
部材。
【請求項７】
請求項１記載の磨耗部材において、
　ベースに形成された谷間に勘合する突出部を画定するために、ソケットの少なくとも一
つの壁は内方に曲がっている磨耗部材。
【請求項８】
請求項１記載の磨耗部材において、
　ソケットは、概ね台形の横断面形状を有する磨耗部材。
【請求項９】
請求項８記載の磨耗部材において、
　台形形状を画定するソケットの各壁は、壁の幅全体に実質的にわたって概ね凸状に曲が
った形状を有する磨耗部材。
【請求項１０】
請求項１記載の磨耗部材において、
　作用部分の少なくとも一部に沿った縦軸線に垂直な横断面に関して前面は後面よりも大
きな幅を有する磨耗部材。
【請求項１１】
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分であって、取り付け部分は掘
削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含む、作用部分及び取り付け部
分と、
　掘削作業中に地面中を磨耗部材が推進する間、前方面になるように適合された前面と、
　地面中を磨耗部材が推進する間、後方面になるように適合された後面とを備え、
　前面及び後面は、作用部分及び取り付け部分にわたって軸方向に伸び、
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前面と後面との間に伸びる側壁が、取り付け部分の少なくとも前部分の掘削輪郭の後面の
方へ概ね互いに近寄り、
掘削輪郭は、掘削路の中心ポイントで地面中の移動方向に平らに伸びると共に、少なくと
も一つの掘削角度に対して縦軸線に対して横方向に垂直に伸びる横断面である磨耗部材。
【請求項１２】
請求項１１記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
【請求項１３】
請求項１１記載の磨耗部材において、
　側壁は、取り付け部分の長さ全体に実質的にわたる掘削輪郭の後面の方へ概ね互いに近
寄る磨耗部材。
【請求項１４】
請求項１１記載の磨耗部材において、
　作用部分は、細長いビットである磨耗部材。
【請求項１５】
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を備え、
　取り付け部分は掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含み、
　ソケットは、縦軸線に対して概ね台形形状の横断面を有し、各々が内方に湾曲に曲がっ
た面によって画定される磨耗部材。
【請求項１６】
請求項１５記載の磨耗部材において、
　ソケットの面は、面の幅全体に実質的にわたって内方に曲がっている磨耗部材。
【請求項１７】
請求項１５記載の磨耗部材において、
　ソケットの前端部は、概ね半球形の前支持面を含む磨耗部材。
【請求項１８】
請求項１５記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
【請求項１９】
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を備え、
　取り付け部分は掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含み、
　ソケットは、概ね半球形の前支持面を画定する前端部と、前端部の後方に主要部分とを
含む磨耗部材。
【請求項２０】
請求項１９記載の磨耗部材において、
　主要部分は、縦軸線に対して概ね台形形状の横断面を有する磨耗部材。
【請求項２１】
請求項１９記載の磨耗部材において、
　主要部分は、縦軸線に対して実質的に平行に軸方向に伸びる少なくとも一つの安定化面
を含む磨耗部材。
【請求項２２】
請求項１９記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
【請求項２３】
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を備え、
　取り付け部分は掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含み、
　ソケットは、縦軸線に対して垂直である二つの軸線を中心にして凹状に曲がった前支持
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面を画定する前端部と、縦軸線に対して概ね台形形状の横断面を有する前端部の後方に主
要部分とを含む磨耗部材。
【請求項２４】
請求項２３記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
【請求項２５】
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を備え、
　取り付け部分は掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含み、
　ソケットは、概ね半球形の前支持面を画定する前端部と、前端部の後方に主要部分とを
含み、
　主要部分は、縦軸線に対して実質的に平行に軸方向に伸びると共にソケットの外周を実
質的に横切って伸びる安定化面を含む磨耗部材。
【請求項２６】
請求項２５記載の磨耗部材において、
　主要部分は、縦軸線に対して横切る概ね台形形状の横断面を有する磨耗部材。
【請求項２７】
請求項２５記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
【請求項２８】
掘削装置のための磨耗部材であって、
縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を備え、
　取り付け部分は、掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットと、磨耗部
材を掘削装置に着脱可能に保持するロックを受け入れるためにソケットと連通した開口と
を含み、
　開口は、前壁及び後壁を有し、後壁は、ロックの締結のためにオペレーターが容易に利
用するためにロックが縦軸線に対して傾斜した角度で開口から貫通する穴を含む磨耗部材
。
【請求項２９】
請求項２８記載の磨耗部材において、
　ロックが十分に締結されたときにオペレーターに視覚的表示を提供するためにマーカー
が開口に隣接して提供される磨耗部材。
【請求項３０】
請求項２８記載の磨耗部材において、
　ソケットは、穴の後方に配置された、縦軸線に対して実質的に平行に軸方向に伸びる後
安定化面を含む磨耗部材。
【請求項３１】
掘削装置のための磨耗アッセンブリであって、
　掘削装置に固定されたベースと、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を有する磨耗部材とを備え、
　取り付け部分は、
掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットと、
掘削作業中に地面中を磨耗部材が推進する間、前方面になるように適合された前面と、
地面中を磨耗部材が推進する間、後方面になるように適合された後面とを含み、
前面及び後面は、作用部分及び取り付け部分にわたって軸方向に伸び、取り付け部分の少
なくとも一部に沿った縦軸線に垂直な横断面に関して前面は後面よりも大きな幅を有し、
磨耗アッセンブリは、更に、
磨耗部材をベースに着脱可能に固定するためのロックを備える磨耗アッセンブリ。
【請求項３２】
請求項３１記載の磨耗アッセンブリにおいて、
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　ベースは、ソケットの中に受け入れられたノーズを含み、ノーズ及びソケットは、各々
、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗アッセンブリ。
【請求項３３】
請求項３１記載の磨耗アッセンブリにおいて、
　ベースは、ソケットの中に受け入れられたノーズを含み、ノーズは複数の谷間を含み、
ソケットは、谷間に受け入れられる複数の突出部を含む磨耗アッセンブリ。
【請求項３４】
掘削装置のための磨耗アッセンブリであって、
　掘削装置に固定されたベースと、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を有する磨耗部材とを備え、
　取り付け部分は、
掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットと、
掘削作業中に地面中を磨耗部材が推進する間、前方面になるように適合された前面と、
地面中を磨耗部材が推進する間、後方面になるように適合された後面とを含み、
　前面と後面との間に伸びる側壁が、取り付け部分の少なくとも前部分の掘削輪郭の後面
の方へ概ね互いに近寄り、掘削輪郭は、掘削路の中心ポイントで地面中の移動方向に平ら
に伸びると共に、少なくとも一つの掘削角度に対して縦軸線に対して横方向に垂直に伸び
る横断面であり、
磨耗アッセンブリは、更に、
磨耗部材をベースに着脱可能に固定するためのロックを備える磨耗アッセンブリ。
【請求項３５】
掘削装置のための磨耗アッセンブリであって、
　掘削装置に固定されたベースと、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を有する磨耗部材とを備え、
　取り付け部分は、縦軸線に対して概ね台形形状の横断面を有すると共に各々が内方に湾
曲に曲がった面によって画定されるソケットを有し、
磨耗アッセンブリは、更に、
磨耗部材をベースに着脱可能に固定するためのロックを備える磨耗アッセンブリ。
【請求項３６】
請求項３１記載の磨耗アッセンブリにおいて、
　ベースは、ソケットの形状に実質的に合致するために、縦軸線に対して概ね台形形状の
横断面を有するノーズを含む磨耗アッセンブリ。
【請求項３７】
掘削装置のための磨耗アッセンブリであって、
　掘削装置に固定されると共に、第１面を含むベースと、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を有する磨耗部材とを備え、
　取り付け部分は、ベースを受け入れるソケットと、第２面を有する開口とを有し、
　磨耗アッセンブリは、更に、
　縦軸線と概ね同じ方向に配向され、磨耗部材をベースに着脱可能に保持するために圧縮
状態に第１面と第２面との間に嵌合する細長いロックを備える磨耗アッセンブリ。
【請求項３８】
請求項３７記載の磨耗アッセンブリにおいて、
　ロックは、第１面に抗する螺子付シャフトと、螺子付シャフトに螺合されるナットと、
第２面とナットの間で圧縮される、シャフトを中心としたスプリングとを含む磨耗アッセ
ンブリ。
【請求項３９】
磨耗部材を掘削装置に取り付けるための方法であって、
　ノーズがソケットの中に受け入れられるように掘削装置に固定されたノーズに、ソケッ
トを有する磨耗部材を嵌合することと、
　磨耗部材の開口に細長いロックを配置し、ロックの第１の支持面がノーズの支持面に合
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致し、ロックの第２の支持面が磨耗部材の支持面に合致し、ロックの縦軸線が、磨耗部材
がノーズに嵌合する方向に概ね配向されることと、
　ノーズへの磨耗部材の嵌合を締結するためにロックを調整し、磨耗部材をベースに保持
するために圧縮状態にロックをすることとを備える方法。
【請求項４０】
請求項３９記載の方法において、
　ロックは、第１面に抗する螺子付シャフトと、螺子付シャフトに螺合されるナットと、
第２面とナットの間で圧縮される、シャフトを中心としたスプリングとを含む方法。
【請求項４１】
磨耗部材を掘削装置に取り付けるための方法であって、
　ノーズの一方側から外方に突出するストップを有する、掘削装置に固定されたノーズを
提供することと、
　ノーズにソケットを有する磨耗部材を嵌合し、磨耗部材を貫通する開口がストップの後
方にストップと概ね軸方向に整合して配置されることと、
　ロックをストップと開口の壁に接するようにノーズの外面に沿って配置し、磨耗部材を
ノーズに着脱可能に保持することとを備える方法。
【請求項４２】
請求項４１記載の方法において、
　ストップと開口の壁との間で圧縮状態にされるようにロックが締結される方法。
【請求項４３】
磨耗部材を掘削装置に取り付けるための方法であって、
　ノーズがソケットの中に受け入れられるように掘削装置に固定されたノーズに、ソケッ
トを有する磨耗部材を嵌合することと、
　ロックの第１の支持面がノーズの支持面に合致し、ロックの第２の支持面が磨耗部材の
支持面に合致するようにロックを配置することと、
　ロックの視覚的インジケーターが磨耗部材のマーカーと概ね整合するまで、ノーズへの
磨耗部材の嵌合を締結するためにロックを調整することとを備える方法。
【請求項４４】
磨耗部材を掘削装置に固定されたベースに着脱可能に固定するためのロックであって、
　ロックは、
支持端部及びツールと係合する端部とを有する直線状の螺子付シャフトと、
螺子付シャフトに螺合されるナットと、
交互に配置されると共に、支持端部とナットの間でシャフトを中心にして嵌合した、複数
の環状のエラストマーディスク及び環状のスペーサを含むスプリングとを備えるロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磨耗部材を掘削装置に固定するための磨耗アッセンブリに関し、特に、浚渫
カッターヘッドへの取り付け及び浚渫カッターヘッドでの使用に非常に適した磨耗アッセ
ンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　浚渫カッターヘッドは、河床などの水中にある土成分を掘削するために使用される。一
般に、浚渫カッターヘッド１は、ベースリング３からハブ４に前方に伸びる複数のアーム
２を含む（図２１）。複数のアームは、ベースリングの周囲を離間配置され、カッターヘ
ッドの中央軸線を中心とした広いらせん状に形成されている。各アーム２は、地面の中に
掘削するための一連の離間配置された歯５が提供されている。歯は、アームに固定された
アダプター叉はベース６と、ロック８によってベースに着脱可能に取り付けられたポイン
ト７で構成される。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　使用中、カッターヘッドは、土成分を掘削するためにその中央軸線を中心に回転される
。浚渫物を取り除くために、吸引パイプがリング近傍に提供される。地面の所望の区画を
掘削するために、カッターヘッドは、横方向及び前方に移動される。水の増量や水の他の
運動のため、カッターヘッドは、上下に移動しがちであり、定期的に底面に衝突する。さ
らに、オペレータが水に下面にある掘削される地面を見ることができないことによって問
題点が生じる。すなわち、最も多い他の掘削動作とは異なり、浚渫カッターヘッドは、掘
削される土地に最も適合させるために路に沿って効果的に案内されることができない。重
い荷重や厳しい環境にかんがみて、ポイントとベースの相互連結は、しっかりと固定され
る必要がある。
【０００４】
　歯が高速で地面の中に及び地面中を駆動されるようにカッターヘッドは回転される。従
って、特に岩を掘削する際に、大きな駆動力がカッターヘッドを回転させるために必要と
される。動力条件を最小にしようと努力して、浚渫ポイントは、一般的に、地面への容易
な進入のために細長くてスレンダーなビットが提供される。しかしながら、ビットが磨耗
のせいで短くなると、ポイントの取り付け区分は、切断動作中に地面と係合し始める。取
り付け区分は、ビットよりも幅が広く、抵抗を小さくした形状ではない。生じた抵抗の増
加のため、取り付け区分は、カッターヘッドに押し付けられ、ポイントは、ビットが完全
に磨耗される前に通常同時に変化される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一つの態様によれば、掘削装置のための磨耗部材は、掘削作業と関連した抵抗
を最小にするため及び掘削装置を駆動するのに必要な駆動源を最小にするために、作用部
分及び取り付け部分の面の軽減で形成される。低減された駆動源の消費は、より十分なオ
ペレーション及び磨耗部材のより長い使用寿命に導く。
【０００６】
　本発明によれば、前面の幅は対応する後面の幅よりも大きい横断形状を有し、磨耗部材
の側壁は、抵抗を低減するために前面の影にならう。この小さい後面の使用は、作用端部
だけでなく、取り付け端部の少なくとも一部分にも提供される。その結果、本発明の磨耗
した磨耗部材によって生じた抵抗は、従来の磨耗部材の抵抗よりも小さい。小さな抵抗は
、小さな駆動消費になり、取り替えられる必要がある前の磨耗部材の使用を長くする。従
って、磨耗部材の作用端部は交換が必要とされる前にさらに磨耗されることができる。
【０００７】
　本発明の他の態様によれば、磨耗部材は、ある掘削路でかつ地面中の運動方向で地面に
進入する磨耗部材の部分の横断形状によって画定される掘削輪郭を有する。本発明の他の
態様では、磨耗部材の面の軽減は、掘削作業中に生じた抵抗を小さくするために掘削輪郭
に提供される。好適実施例では、面の軽減は、磨耗部材の寿命を通じて予期される各掘削
輪郭に提供され、取り付け部分を取り囲むものを含む。
【０００８】
　本発明の他の態様によれば、磨耗部材は、掘削装置に固定されたベースのノーズを受け
入れるためのソケットを含む。ソケットは、磨耗部材の台形横断の外面に概ね対応する概
ね台形横断形状で形成される。この取り付け部分の外面に対するソケットの全面的な接面
は、製造を容易にし、ノーズのサイズを最小にし、重量比率に対する強度を高める。
【０００９】
　好適な構成では、台形形状のノーズの上面、下面叉は側面の一つ以上及び対応するソケ
ットの壁は、互いに合致するようにそれぞれ曲げられている。これらの面及び壁は、漸進
的な湾曲を有し、取り付けを容易にし、磨耗部材の安定（性）を高め、使用中の縦軸線を
中心とした磨耗部材の回転に抵抗する。
【００１０】
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　本発明の他の態様によれば、ソケット及びノーズは、それぞれ、磨耗部材の縦軸線に実
質的に平行に伸び、かつ、全ての方向にかかる後方への圧力に抵抗するためにソケットの
周囲及びノーズの周りに実質的に伸びる後安定化面を含む。
【００１１】
　本発明の他の態様によれば、ソケット及びノーズは、構成要素のひずみを小さくすると
共に磨耗部材とノーズとの間に生じるガタガタな動きをより制御するために実質的に半球
状である相補的な前支持面で形成される。
【００１２】
　本発明の他の態様によれば、ソケット及びノーズは、それらの前端部において湾曲した
前支持面で、かつ、安定（性）を改善し、製造を容易にし、ノーズのサイズを最小にし、
抵抗、ひずみ、磨耗を低減し、重量比率に対する強度を高めるために前端部の後方に概ね
台形横断形状で、形成される。
【００１３】
　本発明の他の態様によれば、磨耗アッセンブリは、ベースと、ベースに取り付ける磨耗
部材と、安全で容易に使用でき容易に製造できベースへの磨耗部材の嵌合を締結できる、
圧縮状態で磨耗部材をベースに保持する軸方向に配向されたロックとを含む。好適実施例
では、磨耗アッセンブリは、調整可能な軸状のロックを含む。
【００１４】
　本発明の他の態様によれば、磨耗部材は、ロックが受け入れられる開口と、ロックを安
定にし、ロックの締結を容易にするロックの通路に適応する開口の後壁に形成された穴と
を含む。
【００１５】
　本発明の他の態様によれば、ベースは、単に突出したストップの使用でロックと相互作
用する。その結果、ロックを受け入れるために典型的に提供されるようにノーズに穴、凹
部叉は通路を必要としない。従って、ノーズの強度が高められる。
【００１６】
　本発明の他の態様によれば、磨耗部材をロックに固定するためのロック構成は、ベース
及び／叉は磨耗部材に存在するかもしれない磨耗量に関係なく予め決められた締結力を磨
耗部材に安定してかけるために調整されることができる。
【００１７】
　本発明の他の態様によれば、磨耗部材は、ロックが適当に締結されたときを確認するの
に使用されることができるマーカーを含む。
　本発明の他の態様によれば、軸状のロックを含む使用が容易で新規なプロセスを通じて
磨耗部材はベースに取り付けられて固定される。磨耗部材は、掘削装置に固定されたベー
スのノーズに嵌合する。ベースは、ノーズから外方に突出するストップを含む。軸状のロ
ックは、磨耗部材の開口の中に受け入れられ、ストップと磨耗部材の支持面との間に伸び
て磨耗部材をノーズに着脱可能に保持する。
【００１８】
　本発明の他の態様によれば、磨耗部材は、最初に掘削装置に固定されたベース上を摺動
される。軸方向に配向されたロックは、ロックが軸方向に圧縮されるように、ベースのス
トップに抗した支持面と、磨耗部材の支持壁に抗した他の支持面とに配置される。ロック
は、磨耗部材をベースに対してぴったりに動かすように調整される。
【００１９】
　本発明の他の態様によれば、磨耗部材をベースに着脱可能に保持するロックは、支持端
部及びツールと係合する端部とを有する直線状の螺子付シャフトと、螺子付シャフトに螺
合されるナットと、交互に配置されると共に、支持端部とナットの間でシャフトを中心に
して嵌合した、複数の環状のエラストマーディスク及び環状のスペーサを含むスプリング
とを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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【図１】図１は、本発明にかかる磨耗部材である。
【図２】図２は、本発明にかかる磨耗部材の側面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、従来の磨耗部材の側面図である。
【図３】図３は、図２の線３－３で切断した断面図である。
【図３Ａ】図３Ａは、図２Ａの線３Ａ－３Ａで切断した断面図である。
【図４】図４は、図２の線４－４で切断した断面図である。
【図５】図５は、図２の線５－５で切断した断面図である。
【図６】図６は、図２の線６－６で切断した断面図である。
【図６Ａ】図６Ａは、図２Ａの線６Ａ－６Ａで切断した断面図である。
【図７】図７は、図２の線７－７で切断した断面図である。
【図８】図８は、図２の線８－８で切断した断面図である。
【図９】図９は、図１の線９－９で切断した断面図である。
【図１０】図１０は、磨耗部材の上面図である。
【図１１】図１１は、磨耗部材の背面図である。
【図１２】図１２は、本発明のベースのノーズの斜視図である。
【図１３】図１３は、ノーズの前面図である。
【図１４】図１４は、ノーズの側面図である。
【図１５】図１５は、磨耗アッセンブリの中にあるロックの拡大斜視図である。
【図１６】図１６は、締結される前の状態の磨耗アッセンブリの中にあるロックの拡大斜
視図である。
【図１７】図１７は、ロックの斜視図である。
【図１８】図１８は、ロックの側面図である。
【図１９】図１９は、ロックの分解斜視図である。
【図２０】図２０は、（ポイントが省略された）ノーズを有するロックの斜視図である。
【図２１】図２１は、従来の浚渫カッターヘッドの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、掘削装置のための磨耗アッセンブリ１０に関し、特に、浚渫作業に非常に適
する。このアプリケーションでは、本発明は、浚渫カッターヘッドに取り付けるために適
合された浚渫歯の用語で記載される。それにもかかわらず、本発明の様々な形態が、他の
種類の磨耗アッセンブリ（例えばシュラウド）に関連して、及び他の種類の掘削装置（例
えばバケット）に対して、使用されることができる。
【００２２】
　そのアッセンブリは、時々、上の、下の、水平の、垂直の、前方の、後方の、などの相
対語で記載され、そのような用語は、本質的要素を考慮されず、単に記載を容易にするた
めに提供される。掘削作業、特に浚渫作業での磨耗部材の方位は、著しく変更できる。こ
れらの相対語は、別に述べられない限り、図１に示された磨耗アッセンブリ１０の方位に
関して理解されるべきである。
【００２３】
　磨耗アッセンブリ１０は、浚渫カッターヘッドに固定されたベース１２と、磨耗部材１
４と、磨耗部材をベースに着脱可能に保持するロック１６とを含む（図１乃至図１０）。
　ベース１２は、その上に磨耗部材１４が取り付けられる前方に突出するノーズ１８と、
浚渫カッターヘッドのアームに固定される取り付け端部（図示せず）を含む（図１乃至図
９及び図１１乃至図１４）。ベースは、アームの部分として与えられ、アームに溶接され
、あるいは機械的手段によって取り付けられることができる。単なる例として、米国特許
第４４７０２１０号叉は米国特許第６７２９０５２号に開示されたなどのカッターヘッド
に形成されかつ取り付けられることができる。
【００２４】
　浚渫歯では、磨耗部材１４は、細長いスレンダービットの形態の作用（working）部分
２１と、ノーズ１８を受け入れるためのソケット２０を画定する取り付け部分２３とが提
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供されたポイントである（図１乃至図１０）。ポイント１４は、それが各掘削路と概ね同
じ方向に地面とかみ合うようにカッターヘッドによって回転される。その結果、ポイント
１４は、前面（a leading side）２５と後面（a trailing side）２７を含む。前面２５
は、カッターヘッドの各回転で地面と最初にかみ合い、地面の貫通を案内する。本発明で
は、後面２７は、ビット２１（図５）を通じた（すなわちポイント１４の縦軸線２８に垂
直な面に沿って）前面２５と同じ幅と、少なくとも部分的に貫通した取り付け部分２３（
図４）とを有する。好適実施態様では、後面２７は、ポイント１４の長さの全体にわたっ
て前面２５よりも小さい幅を有する（図４、５及び７）。
【００２５】
　好ましくは、ポイント１４のビット２１は、前面２５が後面２７よりも広い概ね台形の
横断面形状を有する（図５）。用語“横断面形状”は、磨耗部材１４の縦軸線２８に垂直
な平面に沿った二次元の形状を呼ぶのに使用される。ポイントが細いために、側壁２９、
３１は、掘削中前面２５の影にならい、それによって、切断作業中にわずかな抵抗を生じ
る。好適な構成では、側壁２９、３１は、約１６度の角度θで後面２７の方に互いに近寄
る（図５）が、他の角度の形状が可能である。前面２５、後面２７及び側壁２９、３１は
、平らに、湾曲に、あるいは不均整にすることができる。さらに、台形以外の形状が使用
されることができ、面の軽減（side relief）を提供する。
【００２６】
　使用中、浚渫ポイント１４は、各掘削路で（すなわちカッターヘッドの各回転で）特定
の深さまで地面を貫通する。ポイントの長い有効耐用期間中、ビットのみが地面を貫通す
る。一例として、ある掘削サイクルの地面のレベルは、掘削路の中央ポイントで線３－３
（図２）に沿って概ね伸びる。ビットだけが地面を貫通し、そのビットは比較的薄いので
、掘削作業でかけられた抵抗は、適度の限界内にある。それにもかかわらず、高速で地面
中を常に駆動される多くの歯に関し、動力要件は、常に高く、そして特に岩盤を掘削する
ときに作業にビットが有益であっても抵抗を減少する。
【００２７】
　好適な構成では、側壁２９、３１は、後面２７の方に互いに近寄るだけでなく、その側
壁が掘削輪郭で前面２５の影内に存在するように形状付けられる。“掘削輪郭”は、（ｉ
）地面中の掘削路の中心ポイントで移動３４の方向に平らで（ｉｉ）縦軸線に対して横方
向に垂直な、平面に沿って地面を貫通するポイント１４の部分の横断面形状を意味するの
に使用される。掘削輪郭は、実際の横断面よりも、使用中にポイントにかけられる抵抗の
良い表示である。掘削輪郭の面の軽減の提供は、側壁が後面の方に互いに近寄る角度及び
ポイントの軸方向のスロープ叉は拡張部が後方に表面をつける角度に依存する。本発明は
、掘削輪郭の全体像から考えられる場合に前面から後面に概ね狭まる幅を提供することで
ある。好ましくは、掘削輪郭の面の軽減は、予期されるカッターヘッドの掘削角度を横切
って伸びるが、このような面の軽減が少なくとも一つの掘削角度に存在する場合には利益
がさらに得られることができる。単に一例として、図３に図示された横断面形状は、地面
中を駆動されるポイント１４の一部分に対する一つの掘削輪郭を表す。見られるように、
ビット２１は、抵抗を減少させるために側壁２９、３１が後面２７の方に互いに近寄るよ
うな掘削輪郭でも面の軽減がさらに提供される。
【００２８】
　ビット２１がどんどん磨耗すると、地面のレベルはだんだんと後方に漸動し、各掘削サ
イクルでポイント１４の厚みのある部分が地面中をさらに後方に押される。従って、ポイ
ントが磨耗するにつれてカッターヘッドを駆動するのにより大きな動力が必要とされる。
結局、ポイント１４の取り付け部分２３が各掘削路で地面中を駆動されるほどビットは十
分にどんどん磨耗する。本発明では、取り付け部分２３は、取り付け部分の少なくとも前
端部４０（図４）、好ましくは取り付け部分の全体（図４及び図７）にわたっての面の軽
減を含み続ける。図４に見られるように、取り付け部分２３は、ソケット２０へのノーズ
１８の受け入れに対応するために及びポイント１４とベース１２との間の相互連結のため
の十分な強度を提供するために、ビット２１よりも大きい。側壁２９、３１は、後面２７



(11) JP 2017-166320 A 2017.9.21

10

20

30

40

50

の方に互いに近寄るように傾斜される。この一例では、線４－４に沿った側壁２９、３１
の傾斜は、約２６度の角度αである（図４）が、他の傾斜が使用されることもできる。上
述のように、掘削輪郭の所望の面の軽減は、側壁の横方向の傾斜とポイントの軸方向の拡
張との間の関係に依存する。
【００２９】
　ある従来のポイント１４ａでは、ビット２１ａは、後面２７ａよりも幅が広い前面２５
ａをもつ台形の横断面形状を有する。しかしながら、ビット２１ａは、掘削輪郭の面の軽
減を提供しない。図３Ａに見られるように、図２Ａの（すなわち線３Ａ－Ａで沿った）掘
削輪郭３５ａは、後面２７ａの方に互いに近寄る側壁２９ａ、３１ａを有しない（図２Ａ
及び図３Ａ）。むしろ、掘削輪郭３５ａの側壁２９ａ、３１ａは、その側壁が後面の方へ
伸びるにつれてだんだん大きくなるスロープで外側へ拡張する。この側壁２９ａ、３１ａ
の外側への広がりは、カッターヘッドの大きな抵抗を生じる。掘削輪郭に対するポイント
１４の面の軽減の効果的な使用は、横断形状に表す側壁を単に使用することよりも抵抗の
減少が良い。
【００３０】
　ある他の実施例では、ビット２１は、線６－６（図２及び図６）に沿った取り付け部分
２３の部分が地面中を駆動された区域まで磨耗した。取り付け部分２３は、抵抗を減少す
るための面の軽減を提供しても、すなわち、掘削輪郭４５でさえも、側壁２９、３１は、
後面の方に互いに近寄る。掘削輪郭４５の面の軽減の存在は、少ない抵抗を負い、従って
、地面中を駆動させる小さな動力が必要とする。次に、減少した抵抗は、カッターヘッド
が、取り付け部分が地面を貫通する点までポイントが磨耗された状態で作動し続けること
を可能とする。従来のポイント１４ａでは、取り付け部分２３ａは、後面２７ａの方に互
いに近寄る側面２９ａ、３１ａをもつ台形の横断面形状を有していない。さらに、図６Ａ
に見られるように、取り付け部分２３ａの前端部４０ａを取り囲む線６ａ－６ａで切った
掘削輪郭４５ａの前面２５ａから外方へ広がる（発散する）。掘削輪郭の面の軽減の欠如
は、本発明のポイント１４と比較すると、特に地面を駆動されるときにポイント１４ａに
大きな抵抗を負わせる。この状態でポイント１４ａによって生じる大きな抵抗で、多くの
オペレーターは、たとえビット２１ａが完全にぼろぼろでなくても、取り付け部分２３ａ
が地面を駆動し始めると、ポイントを取り替えるであろう。本発明では、ポイント１４は
、ビット２１がさらにぼろぼろになるまでベース１２にとどまることができる。
【００３１】
　好適な構成では、側壁２９、３１の先細りは、ポイント１４の前端部３７から後端部４
７まで続く。図７に見られるように、側壁２９、３１は、取り付け部分２３の後部でさえ
も後面２７の方に互いに近寄る。さらに、面の軽減は、線８－８（図２及び図８）で沿っ
た掘削輪郭５５でさえも提供され、すなわち、この後方の掘削輪郭５５でさえも側壁２９
、３１は、後面２７の方に互いに近寄る。
【００３２】
　上述のように、ビット２１の面の軽減を有するポイント１４及び取り付け端部２３の使
用は、実質的にあらゆるノーズ及びソケット形状に使用されることができる。それにもか
かわらず、ある好適な構成では、ノーズ１８の前端部５８は、凸面でかつ二つの垂直軸線
を中心にして湾曲した、前方に向いた支持面６０を含む（図１、図９、図１１－１４）。
同様に、ソケット２０の前端部６２は、支持面６０と接面する相補的に凹面で湾曲した支
持面６４で形成される（図１、図７、図９及び図１１）。図示の構成では、前支持面６０
、６４は、それぞれ、球面部分と合致し、例えば参照により完全に本明細書に組み込まれ
た米国特許第６７２９０５２号に開示されたような非軸線荷重の適用で構成要素のひずみ
を小さくする。
【００３３】
　好ましくは、前端部５８、６２は、それぞれ、ポイント１４とベース１２との間のガタ
ガタするのを減少するための概ね半球形であり、全方向からの荷重をより効果的に耐える
。ソケット２０の前支持面６４は、（すなわち、結合しないであるいは底を打たないで）
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さまざまなベースへのポイント１４の取り付けを確実に適応させるためにその端部及び中
心が半球よりもわずかに幅が広い方が望ましいが、それは、共通の荷重叉は伴う磨耗を受
けてベース１２の半球形状の球面に関する確実な半球形ソケットとして作用する。従来の
歯１０ａ（図２Ａ）では、歯が地面に押し付けられるときにポイント１４ａは、ノーズ上
であちこちに移動する。ソケット及びノーズの前端部は、平らな支持面及び鋭いコーナー
で角張っている。使用中、ノーズの前端部に抗してその前端部の周りをガタガタ動くと共
に、ソケット２０ａの後部がノーズの後端部に抗してその後端部の周りをガタガタ動くよ
うに、ポイント１４ａはノーズ上であちこちに移動する。この移動及びガタガタの動きは
、ポイント及びノーズを磨耗させる。本発明では、概ね半球形状の前支持面６０、６４の
使用は、ソケット２０及びノーズ１８の前端部でのガタガタな動きを減少する（図１及び
図９）。むしろ、滑らかな連続した前支持面の使用は、ポイントがノーズを中心にして回
転するのを許容し、磨耗を減少する。縦軸線２８に実質的に平行な小さな帯部６５は、磨
耗しても所望の支持をまだ維持するノーズの付加的な能力を提供するために、概ね半球形
状の支持面の後方に直線的に伸びるのが好ましい。用語“実質的に平行な”は、平行な面
及び製造叉は他の目的のために（例えば、約１度乃至７度の）小さな角度で軸線２８から
後方に軸方向に外方へ広がる面を含むことを意味する。小さな帯部６５は、軸線２８に対
してわずか５度で軸方向に傾斜されるのが好ましく、約２、３度で軸方向に傾斜されるの
がさらに好ましい。
【００３４】
　ノーズ１８は、前端部５８の後方に本体６６を含む（図１１乃至図１４）。本体６６は
、上面６８、下面６９及び側面７０、７１によって画定される。好適な構成では、掘削の
厳しさに耐えるより強度なノーズを提供するためにノーズ１８が前端部５８から外方に広
がるように、本体の面６８－７１は、後方に発散する。それにもかかわらず、上面６８及
び下面６９だけが互いから発散することができると共に、側面７０、７１が互いに対して
実質的に平行に軸方向に伸びることができる。ソケット２０は、本体６６を受け入れるた
めに前端部６２の後方に主要部分７６を有する。主要部分７６は、本体の面６８－７１に
適合する上壁７８、下壁７９及び側壁８０、８１を含む。好適な実施例では、本体６６及
び主要部分７６は、それぞれ、台形状の横断面形状を有する。ノーズ１８及びソケット２
０の長さに沿った、優れた台形形状の使用は、軸線２８を中心とした磨耗部材１４の回転
に抵抗するために離間された隆起部として作用する四つの隅部６７、７７を提供する。
【００３５】
　また、好適実施例では、本体の面６８－７１及びソケット７８－８１の少なくとも一つ
の面（好ましくはそれらの全ての面）は、相互に湾曲した形状を有し（図７、１１及び１
３）、すなわち、本体の面６８－７１は、本体６６の４つの面の各々に谷間８４を画定す
るためにそれらの幅全体に実質的にわたってくぼんで曲がっているのが好ましい。同様に
、ソケットの壁７８－８１は、谷間８４に受け入れられる突出部８６を画定するためにそ
れらの幅全体に実質的にわたって凸状に曲がっているのが好ましい。それらの幅全体に実
質的にわたるノーズの面６８－７１及びソケットの壁７８－８１の好適な曲がりは、隅部
６７、７７を強調し、動作中にベース１２を中心としたポイント１４の回転に対して増大
した抵抗を提供する。また、谷間８４及び突出部８６は、ベース上のポイントの回転的な
ガタガタな動きを減少する。曲がった面６８－７１及び壁７８－８１が好ましいが、例え
ば参照により本明細書に組み込まれた米国特許出願第１１／７０６５８２号に開示された
ような他の谷間及び突出部の形状が使用されることができる。また、他の回転に抵抗する
構成が使用されることができる。
【００３６】
　谷間８４及び突出部８６の使用、及び、特に面６８－７１及び壁７８－８１の幅全体に
実質的にわたって漸進的に曲がって伸びるものの使用は、ノーズ１８へのポイント１４の
組み入れを容易にし、すなわち、組み入れ中に、谷間８４及び突出部８６は、ノーズ１８
の適切な組み入れ位置にポイント１４を協働的に導く。例えば、ポイント１４が、ノーズ
に嵌合する際にノーズに対して適切な整合から外れてノーズ１８に初期に入れられた場合
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、ポイントがノーズ１８の奥の方に入れられるに従って、谷間８４に収容される突出部８
６の係合が適当な整合にポイントを回転させる。この谷間８４及び突出部８６の協働的作
用は、隅部７７への隅部６７の取り付け及び設置を非常に容易にすると共に大きく促進す
る。また、いくつかの変形は、ソケットがノーズの形状と優越して適合する限り、ソケッ
ト及びノーズの形状間で使用されることができる。
【００３７】
　谷間８４を有するノーズの面６８－７１は、好ましくは各々が軸方向に傾斜し、ノーズ
１８の後方の安定化面８５に届くまでノーズ１８に強度を提供するために後方に伸びるよ
うに外方に広がる。同様に、突出部８６を有するソケットの壁７８－８１もまた面６８－
７１に合致するように各々が広がる。また、ソケットの壁７８－８１は、安定化面９５を
画定し、安定化面８５に接面する。後方の安定化面８５、９５は、縦軸線２８に対して実
質的に平行である。好適実施例では、各安定化面８５、９５は、軸線２８に対して約７度
の角度で後方に軸方向に拡散する（広がる）。また、後方安定化面８５、９５は、軸方向
でない荷重により耐えるために、ノーズ１８及びソケット２０を包囲する（あるいは少な
くとも実質的に包囲する）のが好ましい。様々なソケット面とノーズとの間の接触は、掘
削動作中おそらく生じるであろうが、対応する前支持面６０、６４と後方安定化面８５、
９５との間の接触は、歯にかかった荷重に対する重要な抵抗を提供し、それによって、所
望の安定（性）を提供する。安定化面８５、９５は短い軸方向の伸長部で形成されるのが
好ましいが、これらは長くもできるし、異なる構成にもすることができる。また、ある環
境では、例えば、少ない仕事量の稼動では、安定化面８５、９５なしで利益が達成される
ことができる。
【００３８】
　前支持面６０、６４及び後方安定化面８５、９５は、ノーズに対してポイントを安定に
することを提供すると共に、構成要素のひずみを小さくすることを提供する。一般に、ノ
ーズ１８及びソケット２０の前端部５８、６２の半球形の支持面６０、６４は、それらの
力がかかる方向に関係なく荷重に直接対抗して軸方向及び軸方向でない後方への力に安定
して抵抗することができる。この曲がった連続した前支持面の使用は、ノーズに対するポ
イントのガタガタの動きを低減し、隅部が存在するときに別に存在する圧力の集中を減少
する。後方の安定化面８５、９５は、ポイントの後方でのガタガタな動きを減少すると共
に、参照により本明細書に組み込まれた米国特許第５７０９０４３号に開示されたような
ポイントの後方部分に安定した抵抗を提供することによって、前支持面６０、６４を相互
補完する。ノーズ１８の全周囲についてあるいは少なくとも実質的に全周囲について伸び
る安定化面８５、９５に関し（図７、９、１１－１４）、それらは、あらゆる方向にかか
る軸方向に導かれていない荷重を抵抗することができる。
【００３９】
　ソケット２０の主要部分７６は、適合的な形状のノーズ１８を受け入れるために概ね台
形形状の横断面形状を有する（図７及び図１１）。ソケット２０の概ね台形形状の横断面
形状は、ポイント１４の外面９７の概ね台形形状の横断面形状を全体的にならう。このソ
ケット２０及び外面９７の協働的形状は、ポイント１４内に受け入れられることができる
ノーズ１８のサイズを最小にし、鋳造プロセスでのポイント１４の製造を容易にし、重量
比率に対する強度を高める。
【００４０】
　いろいろな種類の様々なロックが磨耗部材１４をベース１２に着脱可能に固定するのに
使用されることができる。それにもかかわらず、好適実施例では、ロック１６は、他の場
所にも形成されることができるが好ましくは後壁２７に形成された磨耗部材１４の開口１
０１の中に収容される（図１、９、１５－２０）。好ましくは、開口１０１は、軸方向に
伸長した形状を有すると共に前壁１０３、後壁１０５及び側壁１０７、１０９を含む。リ
ム１１１はロックの保護及び付加的な強度のために開口１０１の周囲に建てられている。
また、リム１１１は、後壁１０５に沿って拡張されており、外面９７のさらに外側に伸び
、ロック１６を通過するための穴１１３を画定する。その穴は、ロック１６の位置を安定
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にし、オペレーターによってロックに容易にアクセスするのを許容する。
【００４１】
　ノーズ１８は、ノーズ１８の上側６８から外側に突出してロック１６と係合するストッ
プ１１５を含む。ストップ１１５は、好ましくは、ロック１６の前端部１２３が受け入れ
られると共に使用中に保持される凹上に曲がった凹部１２１を有する後面１１９を有する
が、他の構成がロックと協働するのに使用されることができる。好適な構成では、開口１
０１は、十分に長く、後壁２７は十分に傾斜して磨耗部材１４がノーズ１８に組み入れら
れたときにストップ１１５に対してクリアランスを提供する。それにもかかわらず、スト
ップ１１５の通路に対して必要であれば、クリアランスのレリーフ叉は他の形状がソケッ
ト２０に提供されることができる。さらに、ストップ１１５の突出は、ロック１６の一部
分を受け入れるためにくぼみ１１８の提供によって制限されるのが好ましい。
【００４２】
　ロック１６は、概ね軸方向に配向された線状ロックであり、磨耗部材１４をベース１２
に固定し、磨耗部材１４のノーズ１８への嵌合を締結する。概ね軸方向に配向された線状
ロックは、磨耗部材１４のノーズ１８への嵌合を締結するロックの機能を増大し、すなわ
ち、取り込みの大きな長さを提供する。好適な実施例では、ロック１６は、前端部１２３
とヘッド１３４を有する後端部とを有する螺子付きシャフト１３０と、シャフト１３０に
螺合されたナット１３６と、スプリング１３８とを含む（図１、９、１５－２０）。スプ
リング１３８は、好ましくはワッシャーの形態であるスペーサ１４２によって分離された
、発泡体、ゴムあるいは他の弾性材料で構成された一連のエラストマーディスク１４０で
形成されるのが好ましい。複数のディスク１４０は、十分な力、弾性、取り込みを提供す
るのに使用される。ワッシャーは、エラストマーディスクが一連の個々のスプリング部材
として作用するようにエラストマーディスクを分離する。ワッシャー１４２は、プラスチ
ックで構成されるのが好ましいが、他の材料で作られることができる。さらに、好適な構
成のスプリングは、シャフト１３０に作り組み入れるのに経済的である。それにもかかわ
らず、他の種類のスプリングが使用されることができる。スラストワッシャー１４２ａ叉
は他の手段が十分な支持を提供するためにスプリングの端部に提供されるのが好ましい。
【００４３】
　シャフト１３０は、スプリング１３８を中心的に貫通してナット１３６と係合する。シ
ャフト１３０の前端部１２３は、凹部１２１の中に嵌り、シャフト１３０が支持のための
ストップ１１５に設置される。ロック１６の後端部１３４は、磨耗部材１４の穴１１３を
貫通し、使用者は、開口１０１の外部でロックを利用することができる。ヘッド１３４が
より容易に利用されるようにシャフトは軸線２８に対して角度をなして設置されるのが好
ましい。スプリング１３８は、ロックが締結されるときに磨耗部材に付勢力をかけること
ができるように後壁１０５とナット１３６との間に設定される。穴１１３はヘッド１３４
がロック１６のアッセンブリ１０への取り付け中通過することができるためにヘッドより
も大きい方が好ましい。また、シャフト１３０を単に上方から挿入することに対応するた
めに穴１１３は、オープンスロットとして形成されることができる。構造と係合する他の
手段が図示のヘッド１３４の代わりに使用されることができる。
【００４４】
　使用では、磨耗部材１４は、ノーズ１８上を摺動し、ノーズ１８がソケット２０の中に
嵌合する（図１及び図９）。ロックは、開口１０１の外側にあるシャフト１３０に取り付
けられる着脱可能なリテイナー（例えば単なるワイヤリボン）によって、出荷、保管及び
／叉は設置のために穴１１３に暫定的に保持されることができ、あるいは、ロックは磨耗
部材がノーズに嵌合された後に取り付けられることができる。とにかく、シャフト１３０
は、穴１１３に挿入され、その先端はストップ１１５の凹部１２１に設置される。ロック
１６は、ノーズ１８の外面に沿って横たわるように配置されるため、荷重に抵抗するため
のロックを収容するために穴、スロットあるいは同様なものはノーズに形成される必要が
ない。ヘッド１３４は、ツールに係合されツールによって回転されて、磨耗部材を保持す
るために圧縮状態にロックを締結する。すなわち、シャフト１３０は、ナット１３６に対
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して回転させられ、前端部１２３がストップ１１５を押圧する。次に、この動きは、ナッ
ト１３６をスプリング１３８の後方に引き、スプリングはナット１３６と後壁１０５との
間で圧縮される。このロックの締結は、使用中のきちんとした嵌合のため及び磨耗しない
ために、磨耗部材１４をノーズ１８上できつく（すなわち、前支持面６０、６４が係合さ
れた状態で）引っ張る。続けられたシャフト１３０の回転はさらにスプリング１３８を圧
縮する。そして、圧縮されたスプリング１３８は、ノーズ及びソケットが磨耗し始めるに
つれて磨耗部材１４を後方に付勢する。好適なノーズ１８及びポイント１４の安定（性）
は、軸方向のロックの使用を許容する。すなわち、実質的に曲げ（応）力がロックにかか
らず、ボルトの軸方向の高い圧縮力を磨耗部材をベースに保持するのに使用することがで
きる。ロック１６は、軽量で、打ち子がなく（ハンマーレス）、製造が容易であり、大き
なスペースを使用とせず、そして、ノーズにあらゆる開口を必要としない。
【００４５】
　好適な構成では、ロック１６は、また、ナット１３６に関連してシャフト１３０に嵌合
するインジケーター１４６を含む（図１５－２０）。インジケーター１４６は、鋼鉄ある
いは他の強固な材料で形成されたプレートであるのが好ましく、側縁部１４８、１４９は
、開口１０１の側壁１０７、１０９に接近して適合された側縁部１４８、１４９を有する
が、開口１０１の中にぴったりと嵌合していない。インジケーター１４６は、シャフト１
３０が回転されたときにナットの回転を防止するためにナット１３６を完全に叉は部分的
に収容する開口を含む。側壁１０７、１０９に対する側縁部１４８、１４９の接近した受
容は、インジケーター１４６が回転するのを防止する。代替的に、インジケーターは、ナ
ットとして機能する螺子付ボアを有することができ、インジケーターが省略された場合に
は他の手段がナット１３６を回転しないように保持することが必要とされる。また、イン
ジケーター１４６は、ナット１３６から分離することができる。
【００４６】
　インジケーター１４６は、シャフト１３０及び／叉はスプリング１３８に過度の力をか
けないで磨耗部材に所望の圧力をかけるためにシャフト１３０が適当に締結されたときの
視覚的表示を提供する。好適な構成では、インジケーター１４６は、開口１０１に沿って
、例えばリム１１１及び／叉は側壁１０７、１０９に沿って形成されたマーカー１５２と
協働する。マーカー１５２は、側壁１０７、１０９の一方叉は双方に沿ってリム１１１に
あるのが好ましいが他の構成を有することができる。マーカー１４６は、縁部あるいは単
なる表示よりもすぐれた構造であるのが好ましく、初期の締結時と同様に、磨耗が発生し
始めるときにロック１６を再度締結するのに使用されることができる。
【００４７】
　シャフト１３０が回転されてナット１３６が後方に引っ張られると、インジケーター１
４６は、開口１０１内でナット１３６と共に（図１６の位置から）後方に動く。インジケ
ーター１４６がマーカー１５２と整合すると（図１５）、オペレーターは締結を止めるこ
とがわかる。この位置で、ノーズ及び／叉はソケットの磨耗に関係なく、磨耗部材１４に
予め決められた力をかける。従って、ロックの締結不足及び過締結を容易に避けることが
できる。代替として、インジケーター１４６を省略することができ、シャフト１３０は、
予め決められたトルク量まで締結されることができる。
【００４８】
　本発明のさまざまな特徴が最適な実施及び利点に対して互いに使用されるのが好ましい
。それにもかかわらず、さまざまな特徴が個々に使用されることができ、それらが各々提
供する有益を提供する。
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【図２０】 【図２１】

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月30日(2017.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分であって、取り付け部分は磨
耗部材を掘削装置に取り付けるために掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソ
ケットを含むと共に、作用部分はソケットの前方の磨耗部材の部分である、作用部分及び
取り付け部分と、
　掘削作業中に地面中を磨耗部材が推進する間、前方面になるように適合された前面と、
　地面中を磨耗部材が推進する間、後方面になるように適合された後面とを備え、
　前面及び後面は、作用部分及び取り付け部分にわたって軸方向に伸び、取り付け部分の
少なくとも一部に沿った縦軸線に垂直な横断面に関して前面は後面よりも大きな幅を有し
、
　前面及び後面は、取り付け部分及び作用部分の各々において平らな伸長部を有する磨耗
部材。
【請求項２】
　請求項１記載の磨耗部材において、
　作用部分は、細長いビットである磨耗部材。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載の磨耗部材において、
　取り付け部分は、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗部材。
【請求項４】
　請求項３記載の磨耗部材において、
　作用部分は、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗部材。
【請求項５】
　請求項４記載の磨耗部材において、
　取り付け部分の実質的に全長さは、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗
部材。
【請求項６】
　請求項１乃至５のうちのいずれか一つに記載の磨耗部材において、
　ベースに形成された谷間に<U>嵌合</U>する突出部を画定するために、ソケットの少な
くとも一つの壁は内方に曲がっている磨耗部材。
【請求項７】
　請求項１乃至６のうちのいずれか一つに記載の磨耗部材において、
　ソケットは、概ね台形の横断面形状を有する磨耗部材。
【請求項８】
　請求項７記載の磨耗部材において、
　台形形状を画定するソケットの各壁は、壁の幅全体に実質的にわたって概ね凸状に曲が
った形状を有する磨耗部材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　本発明のさまざまな特徴が最適な実施及び利点に対して互いに使用されるのが好ましい
。それにもかかわらず、さまざまな特徴が個々に使用されることができ、それらが各々提
供する有益を提供する。
　以上説明したように、本発明は以下の形態を有する。
［形態１］
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分であって、取り付け部分は掘
削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含む、作用部分及び取り付け部
分と、
　掘削作業中に地面中を磨耗部材が推進する間、前方面になるように適合された前面と、
　地面中を磨耗部材が推進する間、後方面になるように適合された後面とを備え、
　前面及び後面は、作用部分及び取り付け部分にわたって軸方向に伸び、取り付け部分の
少なくとも一部に沿った縦軸線に垂直な横断面に関して前面は後面よりも大きな幅を有す
る磨耗部材。
［形態２］
形態１記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
［形態３］
形態１記載の磨耗部材において、
　作用部分は、細長いビットである磨耗部材。
［形態４］
形態１記載の磨耗部材において、
　取り付け部分は、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗部材。
［形態５］
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形態４記載の磨耗部材において、
　作用部分は、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗部材。
［形態６］
形態４記載の磨耗部材において、
　取り付け部分の実質的に全長さは、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗
部材。
［形態７］
形態１記載の磨耗部材において、
　ベースに形成された谷間に勘合する突出部を画定するために、ソケットの少なくとも一
つの壁は内方に曲がっている磨耗部材。
［形態８］
形態１記載の磨耗部材において、
　ソケットは、概ね台形の横断面形状を有する磨耗部材。
［形態９］
形態８記載の磨耗部材において、
　台形形状を画定するソケットの各壁は、壁の幅全体に実質的にわたって概ね凸状に曲が
った形状を有する磨耗部材。
［形態１０］
形態１記載の磨耗部材において、
　作用部分の少なくとも一部に沿った縦軸線に垂直な横断面に関して前面は後面よりも大
きな幅を有する磨耗部材。
［形態１１］
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分であって、取り付け部分は掘
削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含む、作用部分及び取り付け部
分と、
　掘削作業中に地面中を磨耗部材が推進する間、前方面になるように適合された前面と、
　地面中を磨耗部材が推進する間、後方面になるように適合された後面とを備え、
　前面及び後面は、作用部分及び取り付け部分にわたって軸方向に伸び、前面と後面との
間に伸びる側壁が、取り付け部分の少なくとも前部分の掘削輪郭の後面の方へ概ね互いに
近寄り、掘削輪郭は、掘削路の中心ポイントで地面中の移動方向に平らに伸びると共に、
少なくとも一つの掘削角度に対して縦軸線に対して横方向に垂直に伸びる横断面である磨
耗部材。
［形態１２］
形態１１記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
［形態１３］
形態１１記載の磨耗部材において、
　側壁は、取り付け部分の長さ全体に実質的にわたる掘削輪郭の後面の方へ概ね互いに近
寄る磨耗部材。
［形態１４］
形態１１記載の磨耗部材において、
　作用部分は、細長いビットである磨耗部材。
［形態１５］
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を備え、
　取り付け部分は掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含み、
　ソケットは、縦軸線に対して概ね台形形状の横断面を有し、各々が内方に湾曲に曲がっ
た面によって画定される磨耗部材。
［形態１６］
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形態１５記載の磨耗部材において、
　ソケットの面は、面の幅全体に実質的にわたって内方に曲がっている磨耗部材。
［形態１７］
形態１５記載の磨耗部材において、
　ソケットの前端部は、概ね半球形の前支持面を含む磨耗部材。
［形態１８］
形態１５記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
［形態１９］
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を備え、
　取り付け部分は掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含み、
　ソケットは、概ね半球形の前支持面を画定する前端部と、前端部の後方に主要部分とを
含む磨耗部材。
［形態２０］
形態１９記載の磨耗部材において、
　主要部分は、縦軸線に対して概ね台形形状の横断面を有する磨耗部材。
［形態２１］
形態１９記載の磨耗部材において、
　主要部分は、縦軸線に対して実質的に平行に軸方向に伸びる少なくとも一つの安定化面
を含む磨耗部材。
［形態２２］
形態１９記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
［形態２３］
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を備え、
　取り付け部分は掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含み、
　ソケットは、縦軸線に対して垂直である二つの軸線を中心にして凹状に曲がった前支持
面を画定する前端部と、縦軸線に対して概ね台形形状の横断面を有する前端部の後方に主
要部分とを含む磨耗部材。
［形態２４］
形態２３記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
［形態２５］
掘削装置のための磨耗部材であって、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を備え、
　取り付け部分は掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットを含み、
　ソケットは、概ね半球形の前支持面を画定する前端部と、前端部の後方に主要部分とを
含み、
　主要部分は、縦軸線に対して実質的に平行に軸方向に伸びると共にソケットの外周を実
質的に横切って伸びる安定化面を含む磨耗部材。
［形態２６］
形態２５記載の磨耗部材において、
　主要部分は、縦軸線に対して横切る概ね台形形状の横断面を有する磨耗部材。
［形態２７］
形態２５記載の磨耗部材において、
　磨耗部材をベースに固定するためのロックを受け入れる開口を含む磨耗部材。
［形態２８］
掘削装置のための磨耗部材であって、縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付
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け部分を備え、
　取り付け部分は、掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットと、磨耗部
材を掘削装置に着脱可能に保持するロックを受け入れるためにソケットと連通した開口と
を含み、
　開口は、前壁及び後壁を有し、後壁は、ロックの締結のためにオペレーターが容易に利
用するためにロックが縦軸線に対して傾斜した角度で開口から貫通する穴を含む磨耗部材
。
［形態２９］
形態２８記載の磨耗部材において、
　ロックが十分に締結されたときにオペレーターに視覚的表示を提供するためにマーカー
が開口に隣接して提供される磨耗部材。
［形態３０］
形態２８記載の磨耗部材において、
　ソケットは、穴の後方に配置された、縦軸線に対して実質的に平行に軸方向に伸びる後
安定化面を含む磨耗部材。
［形態３１］
掘削装置のための磨耗アッセンブリであって、
　掘削装置に固定されたベースと、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を有する磨耗部材とを備え、
　取り付け部分は、掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットと、掘削作
業中に地面中を磨耗部材が推進する間、前方面になるように適合された前面と、地面中を
磨耗部材が推進する間、後方面になるように適合された後面とを含み、前面及び後面は、
作用部分及び取り付け部分にわたって軸方向に伸び、取り付け部分の少なくとも一部に沿
った縦軸線に垂直な横断面に関して前面は後面よりも大きな幅を有し、磨耗アッセンブリ
は、更に、磨耗部材をベースに着脱可能に固定するためのロックを備える磨耗アッセンブ
リ。
［形態３２］
形態３１記載の磨耗アッセンブリにおいて、
　ベースは、ソケットの中に受け入れられたノーズを含み、ノーズ及びソケットは、各々
、縦軸線に垂直な概ね台形の横断面形状を有する磨耗アッセンブリ。
［形態３３］
形態３１記載の磨耗アッセンブリにおいて、
　ベースは、ソケットの中に受け入れられたノーズを含み、ノーズは複数の谷間を含み、
ソケットは、谷間に受け入れられる複数の突出部を含む磨耗アッセンブリ。
［形態３４］
掘削装置のための磨耗アッセンブリであって、
　掘削装置に固定されたベースと、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を有する磨耗部材とを備え、
　取り付け部分は、掘削装置に固定されたベースを受け入れるためのソケットと、掘削作
業中に地面中を磨耗部材が推進する間、前方面になるように適合された前面と、地面中を
磨耗部材が推進する間、後方面になるように適合された後面とを含み、
　前面と後面との間に伸びる側壁が、取り付け部分の少なくとも前部分の掘削輪郭の後面
の方へ概ね互いに近寄り、掘削輪郭は、掘削路の中心ポイントで地面中の移動方向に平ら
に伸びると共に、少なくとも一つの掘削角度に対して縦軸線に対して横方向に垂直に伸び
る横断面であり、磨耗アッセンブリは、更に、磨耗部材をベースに着脱可能に固定するた
めのロックを備える磨耗アッセンブリ。
［形態３５］
掘削装置のための磨耗アッセンブリであって、
　掘削装置に固定されたベースと、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を有する磨耗部材とを備え、
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　取り付け部分は、縦軸線に対して概ね台形形状の横断面を有すると共に各々が内方に湾
曲に曲がった面によって画定されるソケットを有し、磨耗アッセンブリは、更に、磨耗部
材をベースに着脱可能に固定するためのロックを備える磨耗アッセンブリ。
［形態３６］
形態３１記載の磨耗アッセンブリにおいて、
　ベースは、ソケットの形状に実質的に合致するために、縦軸線に対して概ね台形形状の
横断面を有するノーズを含む磨耗アッセンブリ。
［形態３７］
掘削装置のための磨耗アッセンブリであって、
　掘削装置に固定されると共に、第１面を含むベースと、
　縦軸線に沿って概ね整合された作用部分及び取り付け部分を有する磨耗部材とを備え、
　取り付け部分は、ベースを受け入れるソケットと、第２面を有する開口とを有し、
　磨耗アッセンブリは、更に、
　縦軸線と概ね同じ方向に配向され、磨耗部材をベースに着脱可能に保持するために圧縮
状態に第１面と第２面との間に嵌合する細長いロックを備える磨耗アッセンブリ。
［形態３８］
形態３７記載の磨耗アッセンブリにおいて、
　ロックは、第１面に抗する螺子付シャフトと、螺子付シャフトに螺合されるナットと、
第２面とナットの間で圧縮される、シャフトを中心としたスプリングとを含む磨耗アッセ
ンブリ。
［形態３９］
磨耗部材を掘削装置に取り付けるための方法であって、
　ノーズがソケットの中に受け入れられるように掘削装置に固定されたノーズに、ソケッ
トを有する磨耗部材を嵌合することと、
　磨耗部材の開口に細長いロックを配置し、ロックの第１の支持面がノーズの支持面に合
致し、ロックの第２の支持面が磨耗部材の支持面に合致し、ロックの縦軸線が、磨耗部材
がノーズに嵌合する方向に概ね配向されることと、
　ノーズへの磨耗部材の嵌合を締結するためにロックを調整し、磨耗部材をベースに保持
するために圧縮状態にロックをすることとを備える方法。
［形態４０］
形態３９記載の方法において、
　ロックは、第１面に抗する螺子付シャフトと、螺子付シャフトに螺合されるナットと、
第２面とナットの間で圧縮される、シャフトを中心としたスプリングとを含む方法。
［形態４１］
磨耗部材を掘削装置に取り付けるための方法であって、
　ノーズの一方側から外方に突出するストップを有する、掘削装置に固定されたノーズを
提供することと、
　ノーズにソケットを有する磨耗部材を嵌合し、磨耗部材を貫通する開口がストップの後
方にストップと概ね軸方向に整合して配置されることと、
　ロックをストップと開口の壁に接するようにノーズの外面に沿って配置し、磨耗部材を
ノーズに着脱可能に保持することとを備える方法。
［形態４２］
形態４１記載の方法において、
　ストップと開口の壁との間で圧縮状態にされるようにロックが締結される方法。
［形態４３］
磨耗部材を掘削装置に取り付けるための方法であって、
　ノーズがソケットの中に受け入れられるように掘削装置に固定されたノーズに、ソケッ
トを有する磨耗部材を嵌合することと、
　ロックの第１の支持面がノーズの支持面に合致し、ロックの第２の支持面が磨耗部材の
支持面に合致するようにロックを配置することと、
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　ロックの視覚的インジケーターが磨耗部材のマーカーと概ね整合するまで、ノーズへの
磨耗部材の嵌合を締結するためにロックを調整することとを備える方法。
［形態４４］
磨耗部材を掘削装置に固定されたベースに着脱可能に固定するためのロックであって、
　ロックは、支持端部及びツールと係合する端部とを有する直線状の螺子付シャフトと、
螺子付シャフトに螺合されるナットと、交互に配置されると共に、支持端部とナットの間
でシャフトを中心にして嵌合した、複数の環状のエラストマーディスク及び環状のスペー
サを含むスプリングとを備えるロック。
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